
国の指針（構築指針）の内容について

Ｈ２９．３．３１付け医政地発０３３１第３号、一部改正Ｈ２９．７．３１付け医政地発０７３１第１号で厚生労働省医政局
地域医療計画課長より通知があったもので、疾病・事業及び在宅医療ごとの医療体制構築手順、求められる医療
機能等に係る指針を示したもの。

現行計画策定時の構築指針(H24.3.30付け医政指発0330第9号厚生労働省医政局指導課長通知)
から変更等があったものは以下のとおり。

○５疾病５事業及び在宅医療に関する体制及び指標（※）について（次ページ以降参照）

（※）これまで指標は必須指標、推奨指標としていたが、政策循環を実現するために重点指標、参考指
標と名称及び考え方を一新した。

（現行計画）
必須指標・・・全都道府県で入手可能な指標

推奨指標・・・独自調査、データの解析等が必要で
あるが、把握する必要が高いと考えら
れる指標

（次期計画）
重点指標・・・アウトカムに直結する指標
（指標例のうち●印のもの）

参考指標・・・重点指標を充実させる指標
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